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参考資料Ⅱ

懲 戒 処 分 公 表 基 準

岡 山 県 教 育 委 員 会

岡山県教育委員会 行う地方公務員法 昭和「5 法 第「61号 規定 基 く懲戒処分 公

表 い 次 定 こ

基本方針

地方公務員法第「9条 規定 基 く免職 停職 減給及び戒告 懲戒処分 い 全

公表

ま 懲戒処分事案 関係 管理監督者 対し 岡山県教育委員会 行う 懲戒処分以

外 行政上 措置 文書訓告等 い も併せ 公表

公表 内容

所属 職名 氏名 齢 処分 種類・程度 処分事由 及び 発 日 を公表

こ を原則

し 次 う 事案 い 内容 一部を公表し いこ あ

・被害者そ 他 関係者 生命 健康 生活又 財産を保護 人権 配慮 必要

あ 判断さ

・被害者等関係児童・生徒 教育的配慮 必要 判断さ

公表 方法

原則 し 教育記者ク ブ 資料提供 し 事案 社会的影響等を考慮し 必要

応 記者会見を行う

公表 時期

懲戒処分 発 や 公表

施行

こ 基準 成 日以降 行う懲戒処分 い 実施
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